
 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大を受けて実施された緊急事 

態宣言。それに伴う臨時休校措置。 

子どもたちもその影響を受け、これまであたりまえに行っ 

てきた学校生活を行うことができなくなってしまいました。  

しかし、６月１日。それも解け、完全ではありませんが、

徐々に子どもたちの学校生活が戻ってきています。 

例年、７月といえば、「夏休み目前！最後のまとめをしっかり！」なんて書くとこ

ろなのですが、今年は夏休みが大幅に短縮されたので、まさに、いよいよこれからが

１学期の本番！というところです。 

今、一番、悩んでいることは、これからどんどん気温があがり猛暑日となる日も増

えてくるであろう。ずばり、その暑さ対策です。 

特に、真夏の登下校。ランドセルを背負い、ぎらぎらの太陽光線をまともに受けた

ら、いくら元気な子どもたちとはいえ、しんどいことでしょう。熱中症も心配しなく

てはいけないと考えています。 

これから迎えるこの暑さを乗り越えていくためにも、暑さへの対策を考え、暑い、

暑い夏本番へ立ち向かっていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊岡市立弘道小学校 学校だより  

令 和 ２ 年 ７ 月 １ 日

No. １ ０ ５

対策として・・・  
 

〇登下校 
 ・首を冷やすような手立てが必要  

 ・傘 さし登校もひとつの防暑対策（ ） 
   

〇水分補給 
 ・こまめに水分をとる。十分な量のお茶等を持たせるようお願いします！ 
 

〇マスク 
 ・汗でぬれることが予想されます。替えのマスクをランドセルへお願いします！ 

 ・登下校時、体育時、息苦しい時などは、マスクを外してもＯＫと指導しています。 
 

〇特別教室の環境 
 ・空調機器は教室しか設置されていないため、理科室、音楽 

室、家庭科室、図工室等特別教室にはクーラーがありませ 

ん。現在は教室で使用している大型扇風機を移動し、特別 

教室に集中配備します。 
 
何しろ前例のない取組となります。今後暑さが厳しくなり、これではやっていけない

という状況が見られた場合は、またお知らせします。その際はご協力よろしくお願い

します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 1 日（水）がんばりタイム(3・4 年) 

      NO！テレビ運動（～2日まで） 

       PTA 執行委員会 

■  3 日（金）図書館見学（２年） 

■ 6 日（月）生活定着週間・クリーンアップ週間 

委員会活動         

■  7 日（火) がんばりタイム(5・6 年) 

読み聞かせ，定時退勤日 

■  8 日（水) がんばりタイム(3・4 年) 

PTA 広報部会 

 12 日（日）人権教育講演会 

 13 日（月）心臓検診（１年） 

      6 校時授業(3～6 年) 

■ 14 日（火) 集金日 

       環境体験学習（３年） 

       定時退勤日 

７月の主な行事 

 15 日（水）安全点検日，集金日 

      ランチタイム指導（２年）  

 17 日（金）町たんけん（２年） 

 18 日（土）PTA 資源ゴミ回収（大人のみ） 

 20 日（月）6 校時授業(3～6 年) 

 21 日（火）定時退勤日 

 23 日（木）海の日【祝日】 

 24 日（金）体育の日【祝日】 

     ６年学年ＰＴＡ活動 

■ 27 日（月) 6 校時授業(3～6 年) 

■ 28 日（火) 定時退勤日 

 ８の日検査 

 

ＰＴＡ活動 よろしくお願いします！ 
 
 まだまだコロナウイルスのことを警戒していかねばなりませんが、子どもたちにとって楽しみ

なこともなければ・・・。という気持ちもあります。 

 例年、いろいろな工夫をしていただき、子どもたちに素晴らしい体験と学びの場を提供いただ

いている学年ＰＴＡ活動ですが、活動の実施にあたっては、確かに一定の配慮はお願いしなけれ

ばなりませんが、このような方法なら出来るのでは・・・等、何とか工夫しながら実施していた

だけたらと思っています。 

  

  

 

 

 

 

 

     こんなことを言わないでも済むような世の中になってくれることを望んでいますが、 

     現時点では一定の配慮をお願いせざるをえない状況があります。ご理解願います。  

 

気になることは遠慮なく、お知らせください‼ 
 
子どもたちが安心して学校に通える環境をつくっていく。それは、私たち大人の責任だと思います。 

いじめの定義では、「された方がいやだと思ったことはすべていじめである」となっています。 

もちろん、学校の考え方は、『いじめは絶対許さない。厳しく対処する。』です。 

いじめ対応で一番大切なことは、こどもの SOS サインを見逃さないこと。 
学校では、そのために、月１回のいじめアンケートの実施、日常での観察、定期 

的な面談等を実施しています。 

しかし、それでも発見できないこともあります。 

そこで、お願いです。 

子どもたちの様子を見られて気づかれたこと、おうちの方々に話したことなど、気になったことは

出来るだけ早く、担任あるいは学校にお知らせください。 速やかに対応しますので…。 

 

《実施にあたっての留意点》 

  ・密にならないような配慮と工夫 

  ・原則、親子ともどもマスクの着用 

  ・向かい合っての飲食は避ける 

  ・長い時間にわたっての接近・接触は避ける 


